
論点１．国民の健康づくりに資する様々な健診等の 
実施率を向上させるためには、どのような取組が必要か。 

①健診等の意義や必要性について、国民への周知が十分に図られていな
いのではないか。 
 

○医療保険者・事業主・市町村において、目的を達成するために様々な健 
診等を実施しているが、受診率は目標を下回っている。 

健診等を受けなかった理由（20歳以上、複数回答） 

（出典：平成22年国民生活基礎調査） 

0% 10% 20% 30% 40% 

知らなかったから 

時間がとれなかったから 

場所が遠いから 

費用がかかるから 

検査等に不安があるから 

その時、医療機関に入通院していたから 

毎年受ける必要性を感じないから 

健康状態に自信があり、必要性を感じないから 

心配な時はいつでも医療機関を受診できるから 

結果が不安なため、受けたくないから 

めんどうだから 

その他 

不詳 

総数 
(n=31,262) 

男性 
(n=12,686) 

女性 
(n=18,576) 

特定健診 事業主健診 がん検診 

実施主体  医療保険者  事業主 
市町村 

（事業主や医療保険者も実施） 

目的 
 国民の健康の保持増
進・高齢期の医療費の適
正化 

 職場における労働者の
健康と安全の確保 

がんの死亡率を減少させる 

受診率・ 
受診者数 

４３．３％ 
（約2,300万人） 

８８．３％ 
（実施事業所割合） 

受診率 ２３％～３２％ 
受診者数 約1200万人～1700万人 

（がん種により異なる） 
（国民生活基礎調査による推計値） 

 
市区町村が実施するがん検診に限ると 

受診者数約250万人～680万人 
（事業報告による実績値） 

目標 
70％ 

（平成24年度） 
１００％ ５０％（胃がん、肺がん、大腸がん検診は当面40%) 

資料４ 



特定健診 

がん検診 

論点１．国民の健康づくりに資する様々な健診等の実施率を
向上させるためには、どのような取組が必要か。 

③受診率の向上のため、対象者にインセンティブ（又はペナルティ）を設け
ることについてどう考えるか。 

②実施率の向上・効率的実施という観点から、 
 （１）実施主体間の連携を強化し、各健診等の同時実施の機会を増やすこと 
 （２）医療保険者や事業主においても、特定健診や事業主健診に加え、がん

検診の受診率向上のため、積極的に取り組むこと 
 が必要ではないか。 

特定健診 事業主健診 がん検診 

実施主体の
実施義務等 

・ 実施義務あり 
・ 受診率等により後期高
齢高齢者支援金を加算・
減算 

・ 実施義務あり 
・ 事業主が健診を実施し
ない場合、50万円以下の
罰金 

・ 市町村は努力義務あり 
・ 事業主・医療保険者は任 
意で実施 

  受診対象者   
の受診義務等 ・ 受診義務なし 

・ 受診義務あり 
・ 労働者が受診しない場
合、労働安全衛生法違反 

・ 国民の責務として、必要に
応じて受診に努める規定あり。 

4.3%

1.1%

5.6%

87.0%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%

情報提供

医療機関との契約

その他の体制づくり整備

特に連携なし

無回答

被用者保険（1702保険者） 

27.9%

25.6%

19.9%

8.7%

17.9%

0% 10% 20% 30% 40%

情報提供

医療機関との契約

その他の体制づくり整備

特に連携なし

無回答

市町村国保（1757保険者） 

＜市町村のがん検診との特定健診の同時実施に向けた連携の状況＞ 

特定健診については、特に被用者保険と市町村との連携が進んでいない。 

（出典）厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室調べ 

がん検診（市町村実施） 

国保の特定健診 被扶養者の特定健診 

(1)の例：がん検診、市町村国保の特定健診及び被用者保険の被扶養者の特定健診を同じ
日時・会場に設定 

がん検診 

事業主健診 

(2)の例：医療保険者や事業主において、特定健診や事業主健診に加え、がん検診の受診率向上
のための積極的な取組（がん検診を実施、市区町村が実施するがん検診の情報提供等） 

がん検診（市町村実施） 



論点２．国民の健康づくりの推進のため、健診等
の結果をどのように活用するか。 

①自治体・医療保険者・事業者は、国民の健康の増進に必要な取組を実
施する努力義務が法律で定められているが、健診等の結果を十分に活用
できていないのではないか。 

全 体 
市町村 
国保 

国保組合 
全国健康 
保険協会 

船員保険 組合健保 共済組合 

平成22年度 

（速報値） 
13.7% 20.9% 7.7% 7.3% 6.6% 14.8% 10.4% 

平成21年度 

（確報値） 
12.3% 19.5% 5.5% 7.3% 5.8% 12.2% 7.9% 

平成20年度 

（確定値） 
7.7% 14.1% 2.4% 3.1% 6.6% 6.8% 4.2% 

＜特定保健指導実施率＞ 
  特定健診の結果により実施する特定保健指導の実施率は低い（目標４５％（24年度時点））。 

40.6% 
59.4% 

有所見者における事業主健診の

結果について、事業主による医師

等からの意見聴取 

実施した 

実施していな

い 

38.2% 
61.8% 

事業主健診実施後の事業主によ

る保健指導 

実施した 

実施していな

い 

＜市区町村のがん検診受診者における精密検査の受診状況（平成21年度）＞ 
   

出典：地域保健・健康増進事業報告 

  胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 

精密検査受診率（％） 79.7 75.8 62.9 64.2 82.3 

精密検査未受診率（％） 10 10.7 18.4 15.4 6.5 

精密検査未把握率（％） 10.4 13.5 18.6 20.3 11.2 

（※）事業者は有所見の労働者の 
健康を保持するための措置に
ついて、医師等の意見を聴か
なければならない旨が労働安
全衛生法に定められている。 

 
 

（※）事業者は、特に健康の保持に
努める必要があると認める労働
者に対し、保健指導を行うよう努
めなければならない旨が労働安
全衛生法に定められている。 

 

＜事業主健診実施後の事業所による措置状況（平成22年度）＞   



論点２．国民の健康づくりの推進のため、健診等
の結果をどのように活用するか。 

②国・自治体・医療保険者・事業所は、他の機関が実施した健診等の結果
も活用することが必要ではないか。 
 特に自治体においては、医療保険の加入者や労働者も含めた住民の健
康増進のための総合的な取組を行うために、各機関が実施した健診等の
結果が必要ではないか。 

都道府県 市町村 
（健康増進担当） 

国 

医療保険者 事業所 

特定健診等の匿名 
データ報告義務 

事業所健診の記録の提供義務 

：健診結果の提供について法令上の規定なし。 

 ○ 個人情報を第三者へ提供するためには、各法令に根拠がある場合
等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることや、通知を行うことが必要。 

    （１） 国が医療保険者から特定健診の匿名データの提供を受けられ
ること、 

    （２） 医療保険者が事業所から事業主健診の記録の提供を受けら
れることは、 

  法律に規定があるが、それ以外については健診データの授受のための
同意を得る方法について、ルールを定めることが必要ではないか。 

 ○ 健診データの授受を行うためには、データの様式等についてもルー
ルを定めることが必要なのではないか。 
（例）特定健診の結果は、電子データ化されているが、事業主検診の結果は、紙媒体での保存が多い。 

7.5%

10.1%

0.7%

85.7%

0.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ＸＭＬ

ＸＭＬ以外の加工可能電子媒体

ＸＭＬ以外の加工不可能電子媒体

紙媒体

その他

無回答

74.1%

33.1%

1.5%

55.3%

1.2%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ＸＭＬ

ＸＭＬ以外の加工可能電子媒体

ＸＭＬ以外の加工不可能電子媒体

紙

その他

無回答

＜事業主から医療保険者が健診データを受領する際の形式＞ 

被用者保険（1702保険者） 市町村国保（1757保険者） 

（注）複数回答 
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